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★

北海
道新時代 #01★ 　本誌の平成27年 6月号及び8月号において御紹介1）、2）

したとおり、現在、国土交通省では、新たな北海道総
合開発計画の策定を進めています。
　 8月31日には、国土審議会北海道開発分科会（分科
会長：奥野信宏中京大学理事）において、同分科会の
下に置かれている計画部会（部会長：大内全北海道経
済連合会会長）の中間整理が報告されました。その後、
北海道内各地域の課題解決や活性化に御活躍の方々か
ら、中間整理についての御意見をお伺いし、新計画の
立案に活かすこと等を目的として、春期に引き続き、
「北海道価値創造パートナーシップ会議」を北海道内
の 4地域（函館市、釧路市、旭川市及び帯広市）で開
催しました。
　本稿では、それらの概要を御紹介します。

1 　中間整理の概要
　国土審議会北海道開発分科会計画部会では、 2月13
日の第 1回会合以降、5回にわたる調査審議を踏まえ、
平成28年度からおおむね10年間にわたる新たな北海道
総合開発計画の中間整理（以下「中間整理」という。）
が取りまとめられました（中間整理の構成については
7ページの表 1を参照）。
　以下では、中間整理のポイントを、第 2章の「計画
の目標」及び第 4章の「主要施策の具体的方向性」に
絞って御紹介します。

　第 2章（計画の目標）では、今後の北海道開発につ
いて「世界の北海道」をキャッチフレーズに、「世界
水準の価値創造空間」の形成を目指していくことをビ
ジョンとして掲げています。その上で、今後10年間で
重点的に対応されるべき課題である次の三つの項目を
目標として設定しています。
⑴　人が輝く地域社会
　北海道の広大な生産空間から都市部に至るまで、
人々が長期にわたり住み続けられる地域社会構造の確
立と、地域社会に活力をもたらし様々な創発の源とな
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の各種取組を進めます。
　③　基礎圏域中心都市関係
　　 　多様な人材を呼び込むための雇用の場や、高次
な教育・文化機能、商業機能等の都市機能・生活
機能の維持・集積を図るとともに、基礎圏域中心
都市間及び圏域中心都市と周辺市街地とのアクセ
スの向上を図ります。

　④　札幌都市圏関係
　　 　子育てしやすい環境整備に加え、東京以北最大
規模である札幌都市圏の都市力を活かし、高度な
知的資本の集積や文化芸術活動の振興等を通じ
て、創造都市・国際都市としての拠点性を高め、
諸外国を含む他地域との交流を発展させます。

　⑤　国境周辺地域の振興関係
　　 　道北地方については、サハリン州との交流促進
を図るとともに、離島地域については、生活・交
通基盤の改善等を通じて、それぞれ定住環境の確
保を促進します。

⑵ 　北海道の価値創造力の強化に向けた多様な人材の
確保・対流の促進
　①　人々を引きつける多様な場の創出関係
　　 　若者、高齢者、女性、障がい者等が個性と能力
を発揮して活躍できる環境整備や新たなライフス
タイルの促進等を通じて、定住人口及びその活動
量の増加を図ります。また、北海道らしい豊かな
自然環境に対するニーズの高まりや、社会貢献・
人々とのつながりを求める志向に対応し、北海道
らしい体験や共助の活動機会を創出するととも
に、各地域の魅力を戦略的に発信して対流を促進
します。

　②　道内外・海外との連携強化関係
　　 　北海道新幹線の開業やアジア諸国からの外国人
観光客の増加等の好機を活かし、積極的な海外展
開や人的ネットワークの強化などの多様な連携を
創出します。

る人々の多様性の確保等を図ります。もって、人々が
その個性を発揮し、多様なライフスタイルを実践し得
る地域社会を形成していきます。
⑵　世界に目を向けた産業
　北海道は、農林水産業・食関連産業、観光関連産業
などの産業に比較優位があります。これらの産業は、
土地、水、自然環境等の移動できない生産要素に立脚
し、域外から所得を稼得し得る点で、地域の経済発展
を牽引できる戦略的産業です。こうした産業を成長の
核とし、付加価値の向上等を通じた地域における安定
的な所得及び雇用の確保のみならず、グローバルに飛
躍する産業として育成していきます。
⑶　強

きょう

靱
じん

で持続可能な国土
　大規模災害等に対する懸念や環境・エネルギー面で
の地球規模での制約が顕在化する中、北海道の豊かな
自然環境や豊富な再生可能エネルギー源、首都圏等と
の同時被災リスクの低さ等を活用して、人々の暮らし
の安全・安心が確保された強靱で持続可能な地域経済
社会を確立し、我が国全体に貢献していきます。

　第 4章（主要施策の具体的方向性）では、まず、「人
が輝く地域社会の形成」に向けて、以下のような取組
を進めることとしています。
⑴ 　北海道型の地域構造の保持・形成に向けた定住・
交流環境の維持増進
　①　地方部の生産空間関係
　　 　北海道の強みである第 1次産業等を支える生産
空間の維持・発展を図るため、生産性の向上はも
とより、散居形態を成す生産空間における生活機
能の維持や、広域分散型の地域構造を支える交通
ネットワークの維持を図るとともに、暮らしたい・
訪れたいと感じる地域の魅力向上を図ります。

　②　地方部の市街地関係
　　 　地域資源の活用等により、農林水産業・食関連
産業や観光関連産業等の雇用創出を図るととも
に、都市機能・生活機能の維持・確保を図るため
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　③　地域づくり人材の発掘・育成関係
　　 　産学官民金連携のプラットフォームづくりに加
え、人々をつなげ、取組をマネジメントするファ
シリテーターやコーディネーターの役割を果たす
人材の発掘・育成を推進します。また、北海道新
幹線開業等による交流人口の拡大は、北海道の価
値創造力を発揮する好機であること等を踏まえ、
そうした機会を活かし、関係者が緩やかに連携・
情報共有を行い、地域づくり人材を広域的・横断
的に支援・協働する体制を確立します。

⑶　北方領土隣接地域の安定振興
　○ 　北方領土隣接地域の社会経済状況が依然として
厳しく、北方領土返還要求運動の拠点でもあるこ
とから、当該地域の振興及び住民の生活の安定に
関する総合的な施策を計画的に推進します。

⑷　アイヌ文化の振興等
　○ 　アイヌの歴史、文化等に関する国民各層の幅広
い理解を促進するとともに、将来へ向けたアイヌ
文化の継承及び新たなアイヌ文化の創造発展を図
ります。

　 　次に、「世界に目を向けた産業の振興」に向けて、
以下のような取組を進めることとしています。
　①　農林水産業・食関連産業の振興関係
　　 　新技術や新たな経営形態等のイノベーションの
積極的な導入はもちろんのこと、生産・加工・流
通の各段階での付加価値向上への取組や、北海道
を中心とする新たなバリューチェーン※1の構築を
図る「食」の総合拠点づくりを進めます。また、「食」
の海外展開を図るための輸出先のニーズに対応し
た輸出市場の開拓、豊富な地域資源の更なる活
用に向けての未利用地域資源の発掘促進等を進
めます。

　②　世界水準の観光地の形成関係
　　 　北海道特有の雄大な自然景観、生産活動の中で
形成された農村景観など道内各地域の資源を活か

した、「世界水準」の魅力ある観光地域づくりを
推進します。また、外国人旅行者がストレスなく
移動・滞在できる環境の整備のほか、北海道ブラ
ンドの発信や異業種と観光との連携等による北海
道の強みを活かした観光資源の積極的な掘り起こ
し、更なるMICE※2誘致の取組の強化等を進めます。

　③　地域の強みを活かした産業の育成関係
　　 　農林水産業・食関連産業、観光関連産業、製造
業等の移輸出型産業の振興・誘致を通じて、域内
への波及効果を高めるとともに、道内への投資機
会を創出します。あわせて、既存の産業集積を活
用し、地域経済とりわけ地元中小企業への中長期
的な波及効果を十分考慮して、生産拠点の形成を
促進する等の取組を進めることとしています。

　　 　また、地域の実情を踏まえた利便性・効率性・
持続可能性の高い人流・物流ネットワークの整備
を引き続き推進するとともに、地方部における安
定的な人流・物流の確保を図るため、交通関連事
業の人材確保も含めた基盤強化を促進します。

　 　最後に、「強靱で持続可能な国土の形成」に向けて、
以下のような取組を進めることとしています。
　① 　恵み豊かな自然と共生する持続可能な地域社会
の形成関係

　　 　我が国そして世界にとってかけがえのない豊か
な自然環境の保全・再生や、北海道の個性的な景
観の継承、地域で循環可能な資源はなるべく地域
で循環させる重層的な地域づくりの推進（地域循
環圏の構築）を進めます。また、地球温暖化対策
を推進するとともに、水素等も活用しつつ、コス
ト面でもバランスのとれた地域分散型のエネル
ギーシステムを構築し、これをネットワーク化す
ることや、家庭部門及び運輸部門の化石燃料消費
量の削減推進等を進めます。

※１　バリューチェーン
製品の生産から製造・加工、流通、消費に至る各段階の付加価値を高めな
がらつなぎ合わせることにより、付加価値の連鎖をつくること。

※２　MICE（マイス）
企業等の会議、企業の行う報奨・研修旅行、国際会議、イベント、展示会・
見本市の総称。
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　② 　強靱な国土づくりへの貢献と安全・安心な社会
基盤の形成関係

　　 　「自助」、「共助」及び「公助」を適切に組み合
わせた国、地方公共団体、住民等の「人命を守る」
ための連携体制の構築や、激甚化する冬期の災害
に備えた「人命を守る」ための対策の推進を図り
ます。あわせて、地震・津波、火山噴火等の大規
模自然災害のリスクを適切に評価した上での各種
の取組の推進、気候変動等による更なる災害リス
クの増大に対応するためのハード・ソフト一体と
なった豪雨・土砂災害対策等を進めます。

　　 　また、国家的規模の災害時におけるバックアッ
プ拠点機能の発揮のための諸施策、老朽化したイ
ンフラの補修や更新、冬期道路交通の安全性確保
その他の交通安全対策等を着実に進めます。

2 　「北海道価値創造パートナーシップ会議」の概要
　今回の計画の策定過程においては、有識者による調
査審議のみならず、北海道内各地域の課題解決や活性
化に御活躍の方々から御意見をお伺いし、今後の検討
に活かすため、「北海道価値創造パートナーシップ会
議」を開催しております。秋期においても、同会議を
4地域で開催し、中間整理についての御意見をお伺い
しました（秋期に開催した地域での主な御意見につい
ては 8ページの表 2を参照）。
　これらの御意見は、計画部会での今後の調査審議に
おいて踏まえていくこととしております。

おわりに
　以上、本稿においては、中間整理の概要と、秋期の
「北海道価値創造パートナーシップ会議」の概要を御
紹介しました。
　今後は、計画部会において更に調査審議を行い、年
明けに開催予定の北海道開発分科会へ報告していただ
く予定です。その後、パブリックコメントを経て、来
春を目途に北海道開発分科会において答申案（計画案）
を取りまとめていただくことを想定しています。
　国土交通省としても、引き続き、新たな計画の策定
に全力を傾注していきます。
　最後になりますが、北海道開発分科会の委員の皆様、
計画部会の委員の皆様、「北海道価値創造パートナー
シップ会議」に参加いただいた皆様をはじめとする関
係者各位による、これまでの御協力に対し、改めて厚
く御礼申し上げます。

1　国土交通省北海道局参事官・国土交通省北海道開発局開発計画
課「北海道価値創造パートナーシップ会議 in 札幌　～新たな北
海道総合開発計画に向けて～」開発こうほう　No.623，pp.1～5
（2015年）
2　国土交通省北海道局参事官・国土交通省北海道開発局開発計画
課「北海道価値創造パートナーシップ会議　～新たな北海道総合
開発計画に向けて～」開発こうほう　No.625,  pp.1～3（2015年）

注） 　今回の計画策定に向けた取組に係る資料等については、以下
の国土交通省HPをご覧ください。

　  http://www.mlit.go.jp/hkb/hkb_tk7_000059.html

（平成27年11月20日脱稿）
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※３　カスケード利用
多段階的利用。例えば、熱エネルギーを温度の高い方から順に、電気（照
明・動力）、次いで蒸気（冷暖房）、さらに温水（給湯）といったかたち
で有効利用することをいう。

★北海道新時代 #01★ ■ 新たな北海道総合開発計画の策定に向けた動向 ■
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